
発委第１号 

 

飯田市議会委員会条例新旧対照表（最終 令和４年２月28日飯田市条例第１号） 

改正後（案） 現行 

（常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管） （常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 (略) 

２ 常任委員会の名称は次の各号に掲げるものとし、各常任委員会に属

する委員の定数及び所管は当該各号に掲げる常任委員会の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) (略) 

(2) 社会文教委員会 

ア (略) 

イ 所管 次に掲げる事項（予算及び決算に関する事項を除く。） 

(ｱ) 福祉部の所管に属する事項 

(ｲ) こども未来健康部の所管に属する事項 

(ｳ) 病院事業に関する事項 

(ｴ) 教育委員会の所管に属する事項 

第２条 (略) 

２ 常任委員会の名称は次の各号に掲げるものとし、各常任委員会に属

する委員の定数及び所管は当該各号に掲げる常任委員会の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) (略) 

(2) 社会文教委員会 

ア (略) 

イ 所管 次に掲げる事項（予算及び決算に関する事項を除く。） 

(ｱ) 健康福祉部の所管に属する事項 

 

(ｲ) 病院事業に関する事項 

(ｳ) 教育委員会の所管に属する事項 

 (3) (略) 

(4) (略) 

 (3) (略) 

 (4) (略) 
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